
１　対象地区の現状

２　対象地区の課題

【現状】
　本地区における集落農業の現状は、４３戸中２０戸が農業経営を行っている地区であり、水稲を作付けしている
経営体が中心であるが、他に園芸作物に取り組む経営体、特に花卉に取り組む経営体も複数いるのが特徴であ
る。
　現在、地区内には６経営体（うち農業生産法人が１社）の認定農業者がおり、水稲を中心に集積を進めている。
そのことから、水田における面積の約５７．７％が認定農業者により経営がされており、集落内での集積が進んで
いる地域である。

【課題】
○７５歳以上で後継者未定の農業者がおり、農地を今後どうしていくか早急に考える必要がある。

○集落内の大多数が、今後、農地を貸し出す立場になった場合、気心の知れた地区内の農業経営体にお願いし
たいと希望しているため、集落内に農業経営の規模拡大可能な担い手が必要。

○全体的に当面の間はこれまで通りの農業経営を継続していく意向であるが、６０代以上の農業経営体が多く占
めることから、万が一、経営継続が困難になった時の対応策。

○水路等の維持管理について、今後リタイアする農業経営体も増える中、誰がどのように管理していくか。

（備考）

　82.01　ｈａ

71.72　ｈａ

4.09　ｈａ

①地区内の耕地面積

②アンケート調査等に回答した地区内の農地所有者又は耕作者の耕作面積の合計

④地区内において今後中心経営体が引き受ける意向のある耕作面積の合計

③地区内における７５才以上の農業者の耕作面積の合計 7.0　ｈａ

ⅰ　うち後継者未定の農業者の耕作面積の合計

ⅱ　うち後継者について不明の農業者の耕作面積の合計

5.9　ｈａ

―　ｈａ

直近の更新年月日

令和2年11月20日

作成年月日対象地区名（地区内集落名）

金上地区（束原）

実質化された人・農地プラン

市町村名

福島県会津坂下町



４　本地区における中心経営体

ha 17.5 ha
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ha 3.63 ha

計 ha 45.5 ha

３  対象地区内における中心経営体への農地の集約化に関する方針
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【集落農業における全体的な方針】
　集落内の中心経営体に農地を集積する、集落内完結型の農業を目指す。

【課題解決に向けた取組】
　○現時点で５年後、１０年後を見据えた場合に、農業経営の継続が難しい経営体の農地については、今回のプ
ランの「１対象地区の現状」④の面積で示すことにより、計画的かつ確実な集積を図る。尚、出し手側の中間管理
機構を通した貸し付けを推進し、中心経営体にとっての耕作の効率化を図る。（分散圃場の解消。賃借にかかる
事務の一本化。）

　○集落内完結型の農業を目指すため、話し合いの結果に基づき、集落内の農業経営体の６名を「４本地区にお
ける中心経営体」に位置付ける。
　
　○今後、新たに農地を貸し出したいと希望する経営体を把握するため、集落内における情報共有をこれまで以
上に密にし、定期的に話し合いを行う体制をつくる。

　○水路等の維持管理について、多面的機能支払制度が継続される限り、当該制度に継続して取り組むことで維
持費を確保する。また、管理体制については、現役の農家だけでなく、非農家、そしてリタイアした農家も経験・知
識を活かしたサポートをし、集落一体となって管理していく。

【中心経営体（集落農業の担い手）の役割】
　①地域農業の継続発展のために必要となる機械・設備等の計画的な更新
　②農業法人にあっては、地区内就農希望者の雇用機会創設及び育成
　③園芸作物に取り組む中心経営体については、引き続き高収益作物に取り組ことにより経営を維持し、集落に
おける園芸文化の維持・発展につなげる

【農地出し手（委託農家）の役割】
　①経験・知識を活かした、中心経営体への作業補助等の労力提供
　②地区内に新規で就農を希望する者がいれば、営農指導や農業の魅力を伝えるなどにより、次世代後継者の
育成をする。


